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１
　
高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要
請
対
応

臨
時
給
付
金
（
令
和
３
年
８
月
お
よ
び

９
月
分
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

に
よ
る
飲
食
店
な
ど
の
営
業
時
間
短
縮

要
請
へ
の
ご
協
力
に
と
も
な
い
、
活
動

に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業
所

へ
の
お
知
ら
せ
で
す
。

◆
対
象
期
間

　
令
和
３
年
８
月
お
よ
び
９
月

◆
給
付
額

　
令
和
３
年
８
月
ま
た
は
９
月
の
事
業

収
入（
売
上
）に
お
け
る
対
前
年
ま
た
は

前
々
年
同
月
比
で
の
減
少
額
。

　
た
だ
し
、
個
人
、
法
人
に
か
か
わ
ら

ず
月

２５
〜

７５
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

【
上
限
額
の
算
定
式
】

　
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
１
日
当
た
り

の
売
上
高
×
０
・
３
×

１０

※
算
定
し
た
上
限
額
が

７５
万
円
を
超
え

る
場
合
は

７５
万
円
と
し
、

２５
万
円
未

満
の
場
合
は

２５
万
円
と
し
ま
す
。

◆
申
請
要
件

①
県
内
に
事
業
所
（
個
人
の
場
合
は
住

居
ま
た
は
事
業
所
）
を
有
し
、
事
業

を
営
ん
で
い
る
事
業
者
（
県
外
に
本

社
が
あ
る
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
）
で
、
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
そ

の
他
の
法
人
な
ど
お
よ
び
個
人
事
業

者
。

②
令
和
３
年
８
月
ま
た
は
９
月
の
事
業

収
入（
売
上
）が
、
前
年
ま
た
は
前
々

年
同
月
比
で

３０
％
以
上
減
少
。

③
営
業
時
間
短
縮
の
要
請
の
対
象
事
業

者
で
は
な
い
。

 ２
　
高
知
県
雇
用
維
持
臨
時
支
援
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
る
県
内
施
設
や
店
舗
を
有
す

る
事
業
者
の
事
業
の
継
続
と
雇
用
の
維

持
を
図
る
た
め
、
固
定
費
の
う
ち
人
件

費
に
着
目
し
た
給
付
金
で
す
。

◆
対
象
期
間

　
令
和
３
年
８
月
か
ら
９
月
ま
で
（
８

月
ま
た
は
９
月
の
１
カ
月
単
位
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
）

◆
申
請
要
件

①
県
内
に
事
業
所
（
個
人
の
場
合
は
住

居
ま
た
は
事
業
所
）
を
有
し
、
事
業

を
営
ん
で
い
る
事
業
者
（
県
外
に
本

社
が
あ
る
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
）

で
、
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
そ
の
他
の

法
人
な
ど
お
よ
び
個
人
事
業
者
。

②
令
和
２
年
１
月
か
ら
令
和
２
年

１２
月

ま
で
の
年
間
事
業
収
入（
売
上
）の
合

計
が
、
前
年
同
期
比
で

１５
％
以
上
減

少
。

③
対
象
期
間
の
事
業
収
入（
売
上
）の
合

計
が
、
前
年
ま
た
は
前
々
年
同
期
比

で
３０
％
以
上
減
少
（
１
カ
月
単
位
で

の
申
請
の
場
合
は
そ
の
月
の
事
業
収

入（
売
上
）が
、
前
年
ま
た
は
前
々
年

同
月
比
で

３０
％
以
上
減
少
）。

④
対
象
期
間
の
社
会
保
険
料
を
納
付
し

て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
、
対
象
期
間

の
社
会
保
険
料
の
納
付
猶
予
の
特
例

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑤
高
知
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

ま
た
は
徴
収
猶
予
を
受
け
て
い
る
こ

と
。
　

◆
申
請
書
類
の
入
手
方
法
・
入
手
場
所

・
高
知
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
営
業
時
間
短
縮
要
請
対
応
臨
時
給
付
金
】

https://w
w

w
.pref.kochi.lg.jp/soshiki/

150401/2021090800057.htm
l

【
雇
用
維
持
臨
時
支
援
給
付
金
】

https://w
w

w
.pref.kochi.lg.jp/soshiki/

150401/2021090800071.htm
l

・
高
知
県
庁
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
内

・
県
の
合
同
庁
舎
お
よ
び
県
税
事
務
所

・
県
内
の
市
町
村
役
場
の
所
定
窓
口

◆
申
請
書
類
の
受
付
期
間
 

　
１１
月

３０
日（
火
）ま
で

◆
申
請
受
付
方
法

盧
郵
送
に
よ
る
受
付

　
申
請
書
類
を
次
の
宛
先
へ
簡
易
書
留

な
ど
郵
便
物
の
追
跡
が
で
き
る
方
法
で

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
宛
先
〉

〒
７
８
０
―

８
５
７
０
　

高
知
県
庁
「
高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要

請
対
応
臨
時
給
付
金
　
申
請
受
付
係
」

〒
７
８
０
―

８
５
７
０
　

高
知
県
庁
「
高
知
県
雇
用
維
持
臨
時
支

援
給
付
金
　
申
請
受
付
セ
ン
タ
ー
」

※
切
手
を
貼
付
の
う
え
、
申
請
者
の
住

所
お
よ
び
氏
名
を
必
ず
ご
記
入
く
だ

さ
い
。

※
送
料
は
申
請
者
側
で
ご
負
担
く
だ
さ

い
。

盪
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
受
付

　
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
ペ
ー
ジ
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。
　
　
 

○
お
問
い
合
わ
せ

高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要
請
対
応
臨

時
給
付
金
　
申
請
手
続
相
談
窓
口（
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

蕁

０
８
８
―

８
２
３
―

９
８
７
５

受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
土
日
、
祝
日
も
開
設
）
　
　

高
知
県
雇
用
維
持
臨
時
支
援
給
付
金

申
請
受
付
セ
ン
タ
ー

蕁

０
８
８
―

８
２
１
―

７
５
６
６

　
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　（
平
日
の
み
開
設
）

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す

る
事
業
者
向
け
給
付
金
の
お
知
ら
せ


